
《申請書類》 〈提出部数〉

 □ 【様式第１号】 有料職業紹介事業許可申請書 ［記載例参照］ 正1、写し2

 ■ 【様式第２号】 有料職業紹介事業計画書 ［記載例参照］ 正1、写し2

 ■ 【様式第３号】 届出制手数料届出書 ［記載例参照］　※届出制手数料を選択した場合に限る 正1、写し2

 ■ 【様式第６号】 有料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 ［記載例参照］ ※地域・職種を限定する場合に限る 正1、写し2

□ 登録免許税（９万円）の領収証書原本　※納付先は秋田南税務署となります。 正1

□ 申請手数料（５万円＋１万８千円×（事業所-１））の収入印紙 正1

《添付書類》※下記書類の内容によっては、補足資料をお願いする場合があります。

□ 定款（※事業目的に「職業紹介事業」の記載が必要、現行の定款と相違ないことを証明） 正1、写し1

□ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（※事業目的に「職業紹介事業」の記載が必要）
※添付を省略できる場合がありますので秋田労働局需給調整事業室に確認願います。

正1、写し1

 □ 住民票　※本籍地記載あり、個人番号記載なし。 正1、写し1

□ 履歴書　［記載例（代表者、役員用）参照］ 正1、写し1

□ ＊役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書
　　　　　　精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。

正1、写し1

■ 住民票　※本籍地記載あり、個人番号記載なし。 正1、写し1

■ 履歴書　［記載例（職業紹介責任者用）参照］ 正1、写し1

■ ＊職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書
　　　　　　精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る

正1、写し1

■ 職業紹介責任者講習受講証明書（申請受理日前５年以内の受講） 写し2

□ 法人税確定申告書（別表１(1)及び別表４）
※税務署の受付印のあるもの（電子申請の場合は「受信通知」画面を印刷）。

写し2

□ 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書 写し2

□ 法人税の納税証明書（その２所得金額用） 正1、写し1

□ ①最近の納税期における所得税の確定申告書の写し（納税地の所轄税務署の受付印のあるもの） 写し2

□ ②納税証明書（その２最近の納税期における金額に関するもの） 正1、写し1

③申告納税制度関係

□
　青色申告の場合
　　　　　貸借対照表及び損益計算書（所得税青色申告決算書（一般用及び不動産所得のある場合には不動産用））

写し2

□
　白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書のみ作成する場合
　　　　　様式第３号「３　資産等の状況」欄に記載された土地・建物に係る不動産の登記事項証明書
　　　　　及び固定資産税評価額証明書

正1、写し1

□ ④預金残高証明書（納税期末日のもの） 正1、写し1

 ■ 個人情報適正管理規程　［モデル例参照］ 写し2

 ■ 業務の運営に関する規程　［モデル例参照］ 写し2

■

事業所使用権を証明する書類（※使用目的が「事務所」であること）
　　　　＊自己所有の場合･･･建物の登記事項証明書 ※添付を省略できる場合がありますので秋田労働局需給調整事業室に確認願います。

　　　　＊賃貸借の場合 　･･･賃貸借契約書
　　　　＊転貸借の場合 　･･･原契約書、転貸借契約書、所有者の承諾書

　
正１、写し１

写し２
写し２

■ 事業所のレイアウト図（記載事項：面積、個人情報保管場所、職業紹介責任者、面談スペース等） 正1、写し1

有料職業紹介事業 【許可申請】 提出書類

■印は、職業紹介事業を行う事業所毎に作成が必要です。

　役員関係（監査役も含め登記事項証明書に載っている者全て）

　個人情報の適正管理に関する書類

　最近の事業年度における決算書類（法人）

　事業所関係

　職業紹介責任者に関する書類 ※職業紹介責任者と役員と同一である場合は、住民票の写し、履歴書及び医師の診断書の提出を要しない。

　業務の運営に関する書類

　最近の事業年度における決算書類（個人）

※個人の場合、申告内容により提出書類が異なります。事前にご相談ください。



　相手先国に関する書類
〈提出部数〉

 □ 
相手先国の関係法令（職業安定法や労働関係法等）及びその日本語訳
　　※相手先国において職業紹介の実施が認められている根拠となる規定に係る部分のみ添付

写し2

 □ 

相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを
証明する書類（相手先国で許可等を受けている場合にあってはその許可証等の写し）及び
当該書類が外国語で記載されている場合にあってはその日本語訳（取次機関を利用しない
場合に限る。）
　　　※相手先国において事業者の活動が認められていることを証明する部分のみ添付

写し2

□
取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書
（その他事業の運営に関する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合はその日本語訳）
　　※業務分担がわかる部分のみ添付

写し2

□

相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類（相手先国で
許可等を受けている場合はその許可証等の写し）及び当該書類が外国語で記載されている場
合にあってはその日本語訳
　　　※相手先国において当該取次機関の活動が認められていることを証明する部分のみ添付
　　 ※特定技能の在留資格について、相手先国によっては政府が取次機関を認証する等、
　　　遵守すべき手続が定められている場合があるので、出入国在留管理庁ホームページを確認

写し2

□ 取次機関に関する申告書（通達様式第10号） 写し2

※上記書類の内容によっては、補足資料をお願いする場合があります。

　取次機関に関する書類(取次機関を利用する場合に限る)

国外にわたる職業紹介事業に関する提出書類


